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下記のとおり地域貢献計画を作成したので、新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関

する条例第 19条第１項（条例第 23条第１項・条例附則第６項・条例附則第７項・条例附則

第９項において準用する条例第 23 条第１項）の規定により提出します。 

記 

１ 特定集客施設の名称 

イチコ糸魚川店 

 

２ 地域貢献を行う期間（３事業年度） 

第１事業年度 令和 8 年 4 月 1 日 ～ 令和 9 年 3 月 31 日 

第２事業年度 令和 9 年 4 月 1 日 ～ 令和 10年 3 月 31 日 

第３事業年度 令和 10年 4 月 1 日 ～ 令和 11年 3 月 31 日 

 

３ 地域貢献の内容 

項  目 細  目 取 組 内 容 実施時期 目 標 
１．地域との

連携促進や地

域活性化に向

けた取り組み 

①祭りや各種

行事等への協

力 

糸魚川おまんた祭りへの支援 7月 

 

協賛 

⓶商工会議所

に加入 

糸魚川商工会議所に加入 通年 継続 

２．県産品の

販売促進・需

要拡大への協

力 

 

 

①地産地消の

取組推進 

店舗近隣の契約農家との直接取

引による、生産者の顔の見える

商品の販売 

通年 年平均 5％以上

増加 

 

⓶自治体によ

る地産地消の

取組への協力 

市が計画する地産地消イベント

等への参加 

随時 必要に応じて協

力 



３．地域雇用

の確保等 

 

 

 

 

 

 

➀地元からの

雇用促進 

上越地域からの優先的な雇用 通年 上越地域からの

雇用 30名程度 

⓶障害者・高

齢者の雇用 

⑴ 障害者雇用の推進 

⑵ 65 歳以上の継続雇用等によ

る雇用促進 

通年 

通年 

法定雇用率以上

の雇用 

➂インターン

シップへの協

力 

⑴ 中・高校生等の職場体験等の

受け入れ 

⑵ 小学生の店舗見学の受入れ 

通年 

 

通年 

⑴ 研修実施 

 

⑵ 店長が付添 

４．災害時の

対応及び地域

防災への協力 

 

 

 

①災害時にお

ける避難場所

の提供 

地域住民、行政との連携 災害時 災害時避難場所

の提供 

⓶災害時にお

ける物資の提

供 

地域住民、行政との連携 災害時 災害時物資の提

供 

５，防犯・青

少年非行防止

対策の推進 

 

 

 

➀万引き防止

等防犯対策の

実施 

⑴ 防犯カメラの設置 

⑵ 従業員の声掛け、巡回 

通年 

通年 

⑴ 録画 

⑵ 定期的に巡

回 

⓶夜間営業等

の防犯・非行

防止対策、緊

急通報体制の

推進 

機械警備による夜間防犯対策と

緊急通報装置の設置 

通年 年間継続実施 

６．環境対策

の推進 

 

 

➀省エネルギ

ー対策の推進 

電気、ガス、水道等を適正使用

し、使用料を継続的に削減 

通年 使用量：前年比

3％削減 

⓶廃棄物の抑

制、リサイク

ル推進 

⑴ トレー、牛乳パック、ペット

ボトル、アルミ缶等の回収 

⑵ 食物残さ、食用廃油のリサイ

クル 

通年 

 

通年 

⑴ ﾁﾗｼ広告、店

頭等で積極

発信 

⑵ 年間継続実

施 

７．子供、高

齢者、障害者

等への配慮 

➀ユニバーサ

ルデザインに

配慮した店づ

くり 

⑴ 多目的トイレの設置 

⑵ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ・ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱｰの設置 

⑵ 車椅子・子供用カートの設置 

通年 ⑴ １箇所設置 

⑵ 継続設置 

⑶ 継続設置 

８．撤退時の

対応 

➀早期の情報

提供 

撤退する場合には、対応策に関

する早期の情報開示等を実施 

  

 

 

９．その他 ➀コミュニテ

ィスペースの

提供 

地域住民が気軽に立ち寄れるコ

ミュニティスペース・キッズコ

ーナーの設置 

通年 １箇所設置 

 

４ 担当者連絡先 

所  在  地 
二新潟県上越市本町 1丁目

5番 4号 
電 話 番 号 

025-525-1237 

所     属 総務部総務課 担 当 者 名  

 

 


